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会 議 記 録 (1) 

会議名称  平成29年度第1回北本市総合教育会議 

開会及び

閉会日時 

 平成29年8月25日（金） 

 午後3時35分から午後5時08分まで 

開催場所  北本市役所会議室3-F 

議長氏名  北本市長 現王園 孝昭 

出 席

委員(者)

氏 名 

 教育長：真尾 正博、教育委員（教育長職務代理者）：大保木 道子 

 教育委員：金井 裕、教育委員：安田 美詠子 

 教育委員：久保田 篤正 

欠 席

委員(者)

氏 名 

 教育委員：鈴木 義信 

  

  

説明者の

職 氏 名 

 企画財政部長：田中 正昭、企画財政部企画課長：和久津 安史 

 教育部長：吉澤 達也、教育部副部長兼文化財保護課長：磯野 治司 

 学校教育課長：佐藤 貴広、学校教育課副課長：草野 智広 

 生涯学習課課長：平井 巌 

事務局職

員職氏名 

 教育部参事兼教育総務課長：大島 衡基(司会) 

 教育総務課管理係長：山本 一真(書記) 

会

議

次

第 

 1 開会 

 2 市長あいさつ 

 3 教育長あいさつ 

 4 出席者紹介 

 5 議題 

  (1) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告について 

  (2) 次期北本市教育振興基本計画と北本市教育施策大綱について 

（経過報告） 

 6 その他  

 7 閉会 

配布資料 

  

 ア 資料№1教育委員会の事務に関する点検評価報告書 

 イ 資料№2-1次期北本市教育振興基本計画の策定作業について 

 ウ 資料№2-2次期北本市教育振興基本計画検討会議 構成員一覧 

 エ 資料№2-3次期北本市教育振興基本計画の概要と施策の体系の変化 

 オ 資料№2-4計画数値目標（指標）比較一覧 

 カ 資料№2-5次期北本市教育振興計画策定・教育施策大綱変更スケジュール(案)  

 キ 資料№2-6第2期北本市教育振興基本計画案【概要版】 

ク 資料№2-7北本市教育施策大綱案(Ｈ30～Ｈ34） 

 

 



会 議 記 録 (2) 

発 言 者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 
 
教育部参事兼総務課長 
 
 
 
 
市長 
 
 
教育長 
 
 
教育部参事兼総務課長 
 
 
 
教育部参事兼総務課長 
 
 
 
 
教育部参事兼総務課長 
 
 
 
 
市長 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教育部長 
 
教育部参事兼総務課長 
 
学校教育課長 
 
生涯学習課長 
 

 
１ 開  会 
定刻となりましたので、只今から、「平成２９年度第１回北本市総合

教育会議」を開会いたします。次第に従いまして現王園市長より、ご挨
拶お願いいたします。 
 
２ 市長あいさつ 

（市長あいさつ） 
 
３ 教育長あいさつ 

（教育長あいさつ） 
 
４ 出席者紹介 
続きまして、本日の会議出席委員及び事務局職員の紹介をさせていた

だきます。 
（教育委員の紹介、事務局職員の紹介） 

 
なお、本日の会議構成員となります鈴木教育委員から所用による会議

欠席の連絡を受けてございますので、ご報告させていただきます。 
 
 
５ 議題 
それでは、本日の協議事項に移りたいと存じます。なお、協議事項の

進行につきましては、「北本市総合教育会議運営要綱」の第４条第１項
の規定に基づき、市長が議長を務めることとなっておりますので、進行
につきまして、よろしくお願いいたします。 
 
只今の事務局のご案内のとおり、議長を務めさせていただきますの

で、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 
それでは、本日の協議事項に入らせていただきます。本日の議題は次

第にお示ししています２件でございます。 
なお、議題(1)及び（2）ともに、地域の実情に応じた教育の振興を図

るための重点的な施策に関する諸報告としまして、地方教育行政の組織
及び運営に関する法律第一条の四第１項第一号に掲げる協議事項となり
ますので、よろしくお願いいたします。 
 
まず、議題(1)の「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価の報告について」事務局より報告及び説明お願いいたします。 
 

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の報告に
ついて 
 

（議題(1)の報告・説明） 
 

（議題(1)の報告・説明） 
 

（議題(1)の報告・説明） 
 

（議題(1)の報告・説明） 
 



教育部副部長兼文化財保護課長 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
 
安田委員 
 
 
 
 
 
 
教育部参事兼総務課長 
 
 
 
 
大保木委員 
 
 
市長（議長） 
 
安田委員 
 
 
 
 
 
学校教育課長 
 
 
 
 
 
 
 
安田委員 
 
学校教育課長 
 
 
安田委員 
 
金井委員 
 
 
 
 
 
 
 
 

（議題(1)の報告・説明） 
 

 
只今、議題(1)の「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価の報告について」事務局より報告及び説明がございました。当該
報告事項につきましては、教育施策大綱に基づく教育施策の点検及び評
価と捉えられますが、何かご意見等ございましたらお願いいたします。 
 

 資料Ｐ２３の事業「食育の推進」の個別取組となる学校給食における
地産地消の推進について、地場産の野菜や果物は、説明にもありました
とおり、天候等にも左右されやすく、数量確保の難しさが課題と考えら
れ、今年も天候に恵まれなかったことから、各学校において、使用予定
としていた地場産物が手に入らなかった時の対応を、どのように考えて
いるものか伺います。 
 
 季節や天候等の状況によって、必要な地場産物の調達が困難となる場
合は、地場産以外の食材を代わりに調達して使用することになります。
地場産物の使用予定と異なることとなっても、給食の提供に支障が生じ
ぬよう、柔軟な対応や工夫が必要と考えています。 
 
この点検評価報告書は、教育委員会議を通じて、事前に内容を確認し

ていますが、北本の教育は素晴らしいものと考えています。 
 
 ありがとうございます。 
 
 一点だけ確認の質問としまして、資料Ｐ１４の事業「特別支援学級及
び通常の学級における支援員の有効活用」の説明の中で、中丸東小学校
に自閉・情緒学級を新設したことを話されていましたが、管内８校の小
学校の中で、北小学校だけ特別支援学級の設置がないものと認識してい
ます。今後、新設の予定はあるものでしょうか。 
 
 現在、北小学校には通級指導教室のみ設置され、特別支援学級の設置
はございません。新設に関しては、保護者からの要望に基づき、入級の
対象となる子供が、たとえ一名であっても、入級することが確実である
こと、または通常学級に在籍する児童の指導形態の変更により、新たに
特別支援学級への入級の必要性があれば、就学支援委員会を通じて保護
者との合意形成のもと、特別支援学級を新設していきたいと考えていま
す。 
 
 今現在、要望がないということでしょうか。 
 
 北小学校については、現在のところ要望はない状況ですが、今後要望
があれば、十分考えていきたいと思います。 
 
 ありがとうございます。 
 
 私も、この点検評価報告書については、教育委員会定例会並びに教育
委員会協議会で勉強させていただいています。今回、外部評価者の講評
について拝見させていただき、大きなところで言いますと、学校４・
３・２制ですとか、市民大学きたもと学苑や地域の教育推進体制の充実
などについて、非常に高い評価をいただいたものと感じています。これ
らの活動につきましては、１・２年で出来るものではなく、長らく実施
することで、北本の教育または地域に根付く素晴らしいものとなり、今
回の外部評価者となる各先生方の評価に至ったものと思いますので、大
変嬉しく感じています。どうもありがとうございました。 



 
市長（議長） 
 
大保木委員 
 
 
 
 
 
 
学校教育課長 
 
 
 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
 
 
 
 
教育部長 
 
市長（議長） 
 
 
 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
 
 
市長（議長） 
 
 
 
市長（議長） 
 

 
ありがとうございます。 
 
資料Ｐ５４の「指標一覧」の中で掲げる「地域活動室活用推進ボラン

ティア登録者数」の指標については、登録者数が多くなることだけが果
たして良いことなのか、分析する必要があると考えられます。人数の登
録は多いけれども、実際の活動は様々とならないよう、関連施策を進め
ていく上でも、内容を確認し、今後に向けて指標の見直しの検討も必要
かと感じました。 
 
この指標につきましては、平成２９年度末までのものとして定めてい

ますが、現在策定手続きを進めています、次期の北本市教育振興基本計
画の中で見直しを図っている状況です。 
 

（他に意見なし） 
 

 貴重なご意見いただきありがとうございました。他にも色々あるかと
思いますが、当該議題資料となります「点検評価報告書」及び事務局か
らの報告事項に基づき、改めて教育施策大綱に基づく教育施策の点検及
び評価として、ご承認ということでよろしいでしょうか。 
 

（全員、異議なしの声） 
 
 それでは、議題(1)の「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点
検及び評価の報告について」につきましては、承認とさせていただきま
す。 
 
 続きまして、議題(2)の「次期北本市教育振興基本計画と北本市教育
施策大綱について（経過報告）」について、事務局より報告及び説明お
願いいたします。 
 
(2) 次期北本市教育振興基本計画と北本市教育施策大綱について（経
過報告） 
 
 

（議題(2)の報告・説明） 
 

 只今、議題(2)の「次期北本市教育振興基本計画と北本市教育施策大
綱について（経過報告）」について、事務局より報告及び説明がござい
ました。各報告事項につきまして、何かご意見等ございましたらお願い
いたします。 

（特に意見なし） 
 

 それでは、事務局より報告の、次期北本市教育振興基本計画と北本市
教育施策大綱に関する各報告事項について、ご承認ということでよろし
いでしょうか。 
 

（全員、異議なしの声） 
 
 それでは、議題(2)の「次期北本市教育振興基本計画と北本市教育施
策大綱について（経過報告）」につきましては、承認とさせていただき
ます。 
 
 以上をもちまして、本日の議事はすべて終了いたしました。 
 ここで、議長の任を解かせていただきます。円滑な議事進行にご協力
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賜り、誠にありがとうございました。 
 
６ その他 
それでは次第の５「その他」でございますが、議事内容以外の意見交

換の場とさせていただきます。ご意見等ございましたらお願いいたしま
す。 
 
 北本市の教育は、私の色々な今までの経験からしても、素晴らしいも
のであると考えています。これまで、考えつくことを全て実行してきて
おり、先生方の授業を拝見しても、非常に一生懸命取り組んでいること
がうかがえます。ただ、そういう素晴らしい環境の中で、自分達が取り
組んでいることが素晴らしいものであると言うことを、先生方がしっか
りと自覚しているか心配です。他の市町村の取組を引き合いに出して比
較することは難しいのでしょうが、自分達がすごく充実したことを実施
している事について理解してもらい、さらに自覚を高め、頑張っていた
だくような機会があると良いと思います。 
 
 年度当初の教職員就任式の際に、市長さんや市議会議長さんが北本の
教育について、施設やソフト面での部分など、よく話されており、新任
の方は理解しているものと思いますが、ベテランの方達にも、そのよう
な情報提供の場があると良いのではないかと思います。 
 
 非常に貴重なご意見をいただきありがとうございます。学校の教職員
なども、北本のことしか知らないとか、そういった状況もあるかと思い
ます。我々からしますと、教育に対して本当に様々な予算をいただき、
大変手厚い教育環境を整えていただいているものと思っていますので、
今のご意見を基に、検討してまいりたいと考えています。大変ありがと
うございます。 
 
 学校施設は本当に良い時期に耐震補強工事や大規模改修工事を実施し
ていただき、児童生徒が使用する教室も、全てエアコン化されたことに
より、気温が３７度になるような時期でも、すごく充実した授業が出来
ていると思います。また、各種支援員等のおかげで、教室に「荒れ」と
いうことがないことは、素晴らしいことだと思います。 
 
 エアコンの話がところで、学校におけるエアコンの使用状況について
伺います。 
 
 使用に際しては、従来から設置しています扇風機と、エアコンの両方
を併用しています。扇風機で足りるような気温の時は扇風機を使用し、
夏場の暑い日などはエアコンを使用しています。各教室にある温度計を
教職員が見て、気候や気温に応じた上手い使い分けを行っている状況で
す。 
 
余談となりますが、今年は西中学校職員室のエアコンが急に故障し、

修理が完了するまでの何日間かを、扇風機で凌いでいただいたことがあ
り、関係教職員には大変ご不便をお掛けしました。 
 
会議冒頭での市長からのごあいさつの中で、北本駅東口のホテル建設

の件を話されており、地域を活性化する上では、とても良い話だと私は
思いますが、近所の方の立ち話で、そういった宿泊施設ができること
で、「子供達がその施設と、どういう風に関わるのかとても心配だ」と
話されていることを耳にしました。私が「建設されるのは通常のビジネ
スホテルですよね」と話したところ、「久保田さんは子供に対しての認
識が甘いな」と言われた話があり、そういった観点でも、施設の利用形




